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機械貸付譲渡契約書
	機械貸付譲渡契約書
上小阿仁村長　　　　　(以下「甲」という。)は、上小阿仁村新設工場機械貸付譲渡条例(以下「条例」という。)および同条例施行規則（以下「規則」という。)により機械の貸付譲渡について借受人　　　　　　(以下「乙」という。)と次の契約を締結する。
第1条　甲は乙に　　　用に供する目的をもって、次に掲げる機械を貸付譲渡する。
機械名、台数、規格、能力、製作所名、機械設置場所
第2条　貸付期間は　年　月　日から　年　月　日までとする。
第3条　貸付料金は金　　円とする。
第4条　乙は前条の貸付料を次の区分により甲に分割納入するものとする。
第1回　　年　月　日から　年　月　日まで金　　円
第2回　　（以下同じ。）
第5条　乙が貸付料を納入期日までに納入しない場合は、甲は100円につき日歩3銭の割合で納入期日の翌日から納入した日または機械の返還の日までの日数によって計算した額の延滞金を徴収する。
第6条　貸付期間中における機械の管理保全の責任者は乙とする。
第7条　甲は乙が貸付料を全納し、貸付期間が満了したとき、貸付譲渡機械を無償譲渡するものとする。
第8条　前各条のほか、条例および規則に規定する各項は、当事者において履行するものとする。上記の契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保管する。
　　年　　月　　日
甲　貸主　上小阿仁村長　　　　印
乙　借受人　　　　　　　　　　　印
連帯保証人　　　　　　　　　　　印
同　　　　　　　　　　　　　印



